
 

 

公益信託駒澤嘉須坂生涯学習振興基金のご案内 

 

この基金ってなに？ 

この基金は、平成 5 年、駒澤嘉さんの生涯学習振興への思いから生まれました。 

須坂市のみなさん一人ひとりが参加できる生涯学習の活動を支援し、「心豊かなたくましい人を育て、活 

力ある地域社会の形成に寄与すること」を目指しています。 

 

駒澤嘉さんってどんな人？ 

駒澤嘉さんは、須坂藩の家老として藩政に尽力した駒澤家十五代当主駒澤仙左衛門貞春の孫娘とし 

て明治 34 年にお生まれになりました。 

長岡女子師範学校（今の新潟大学）を卒業し、新潟・長野・東京などで小学校や高校の教職を歴 

任し、多くの子弟教育にその人生を捧げられました。 

その後、いわき市にて余生を送られるようになってからは、自己実現のため、「健康管理と生涯学習」を二 

本の柱に据え、「最善を尽くして今を生きる」を信条に、生涯学習による自己確立を提唱し率先してこれ 

を実践されました。 

平成４年に祖先の眠る地へ寄せる熱い思いから、須坂市の生涯学習活動発展にと高額な私財を提供 

して「公益信託駒澤嘉須坂生涯学習振興基金」を設立し、人一倍生涯学習社会づくりの発展を願っ 

ておられました。 

 

どんな活動が支援してもらえるの？（募集要項より抜粋） 

・自ら学びながら、学んだ成果を生かし、豊かな地域づくりに貢献しているもの 

・自らの学びが、将来、豊かな地域づくりに貢献すると考えられるもの 

・須坂市の行政運営または生涯学習施策の推進の上で必要なもの 

 

公益信託ってなに？ 

「公益信託」は、個人や企業が財産を信託し、みなさんの役に立つために使う仕組みです。 

この基金も公益信託として運用され、地域の生涯学習活動に役立てられています。 

 

ご応募・お問い合わせに関して 

※申請の流れは裏面をご確認ください。 

なお、留意点やお問い合わせ先の詳細は、募集要項をご確認ください。 

 

 

 

 



 

 

助成金申請の流れ 

Step 1 申込書の作成・提出（12 月～2 月） 

 申込書はパソコンでの入力または印刷して手書き記入が可能です。 

 提出先：みずほ信託銀行ウェルスマネジメント推進部内 

      公益信託駒澤嘉須坂生涯学習振興基金事務局 

・ 提出方法は「郵送」または「メール」です。窓口持参はできません。 

・ 「郵送」にて提出する場合、郵送料は申込者負担になります。 

・ 申込に関する相談がしたい場合は、みずほ信託銀行ウェルスマネジメント推進部のほか、 

須坂市生涯学習センター1 階 生涯学習推進課で相談ができます。 

 

Step 2 審査（3 月末） 

 提出した申込書をもとに、運営委員会で審査が行われます。 

 事務局であらかじめ運営委員の質疑事項を取りまとめ、申込者にご回答をいただき、審議の参考

にさせていただく場合があります。 

 

Step 3 結果通知（4 月中旬） 

 審査結果は郵送で通知されます。助成が決定した場合は、助成金額もお知らせします。 

 助成が決定した方には「口座振込指定書」が同封されますので、記入して返送してください。 

 

Step 4 助成金の振込（5 月） 

 指定口座へ助成金が振り込まれます。提出が遅れると、お振込も遅れますのでご注意ください。 

 

Step 5 活動の実施・報告 

 助成金を使用して活動を行います。 

・ 活動の様子や経費の記録は、報告が必要です。必ず帳簿や写真で残しておきましょう。 

・ 助成金に残額が生じた場合は返金の必要があります。詳細は助成決定時におしらせします。 

 

Step 6 活動内容・収支報告書の提出（翌年３月末締切） 

 活動終了後、「活動内容報告書」と「収支報告書」を作成し、提出いただきます。 

・ 詳細は助成決定時にお知らせします。 

 

よくある質問 

Q.申込書はどこで入手できますか？ 

A.須坂市ホームページでダウンロードできるほか、生涯学習センター、市内各地域公民館で配布してい 

ます。 

Q. 相談は予約が必要ですか？ 

A. 事前に電話で予約するとスムーズです。記入方法のアドバイスも受けられます。 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4020/3/1/155.html
https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4020/4/750.html

